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「化学物質過敏症～香害ってなに？」

主催 せっけんネットワーク栃木

講師 養護教諭菅井由利子氏

自ら化学物質過敏症患者として、理解と対応を求めた

「保健室便り」を発行。

汗の嫌な臭いを抑えたいと制汗剤や汗拭きシートを

使いエチケットとして周りに配慮して使っていること

が近くの誰かを苦しめていることがある。制汗剤・整

髪剤・柔軟剤には香料や化学物質が含まれる。「香り

付き製品」は人によって、くしゃみや鼻づまり・頭

痛・全身の倦怠感などのアレルギー反応の原因になる。

これらの健康被害は「香害」と呼ばれ、被害があって

もなかなか言い出せない人もいる。例えばみんなで使

いまわす給食着。香り付きの合成洗剤で洗ったせいで、

頭痛や目のかゆみや痛みなどを起こす子どもがいる。

発症のメカニズムは合成洗剤が身体の処理容量以上

になると化学物質過敏症の症状が出る。食べ物であれ

ば「食物アレルギー」。呼吸は重要。空気汚染の「香

害」も最近クローズアップされている。

所沢市・安曇野氏・名取市・さいたま市などの市議

会において香料自粛についての意見書が提出されてい

る。

菅井さんが化学物質過敏症を克服した経緯は、信頼

できる医師に巡り合う、自分の状況を受け入れる、安

全性が確認されなければ避ける、体外に排出する体質

に変える、そして周りに理解を求める。呼吸の仕方、

汗をかく、そしゃく(1口50回噛む)などを実行。

※新たな空気汚染「香害」について学校での対策が急

務と考える。見えないことに対する理解は大変難しい

が、化学物質が日常生活の中に氾濫している現在、身

体の許容量以上になると症状として突如出るため誰し

もが患者になり得る可能性が高い。本県においても取

り組んでいきたい。


